
■「共済金支払請求書」は、共済金受取人ご本人がご記入ください。
■訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押印してください。
■ご記入に際して、以下の内容をご確認ください。
①共済金受取人は契約者となりますが、被共済者である契約者が死亡され「死亡共済金」を請求される場合は、規約で定められた
　順位順序の方となります。なお、受取人指定をし、全労済に承認されている場合は指定されている方となります。
②共済金受取人が未成年で未婚の場合は、親権者または未成年後見人の併記が必要です。
③『請求印』の押印を必ずお願いします。「印鑑証明書」の提出が必要になる請求の場合は印鑑証明書の印鑑（実印）を押印してくだ
　さい。親権者または未成年後見人が併記される場合は、親権者または未成年後見人の印鑑を押印してください。
④ゆうちょ銀行を指定される場合は、通帳記号もご記入ください。
■請求書に記載された契約（共済）以外についても､a契約者､b被共済者（保障対象者）､c共済金受取人が同一の場合には、お支払い可
能なすべての契約を一括でお支払いいたします。（職場を通じた団体契約などは、共済金支払請求書を改めて提出いただく場合も
あります。）
■「共済金支払請求書」に記入もれ、押印もれがございますと共済金のお支払いが遅くなる場合や共済金支払請求書の訂正を
お願いする場合もございますのでご了承ください。

「共済金支払請求書」のご記入の手引き
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※ご請求いただいている内容により、上記と異なる様式の共済金支払請求書をお送りする場合がございます。
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